
２ 過去の事例 

(1) 並行輸入妨害事件に関する法的措置事例（平成２年度以降） 

件   名 

（審決年月日） 
内容 

グランドデュークス株式会社に対
する件 
（平成１０年７月２４日） 

ゼネラルエコロジー社が製造するシーガルフォー・ブランド

の据置型浄水器について，並行輸入業者とその仕入先である

海外販売業者との取引を不当に妨害している。 

ミツワ自動車株式会社に対する件 
（平成１０年６月１９日） 

自己と国内において競争関係にあるポルシェ社製の自動車を

取り扱う並行輸入業者とその取引の相手方である海外販売業

者との取引を不当に妨害していた。 

ハーゲンダッツジャパン株式会社
に対する件 
（平成９年４月２５日） 

ハーゲンダッツブランドのアイスクリーム製品について，自

己と国内において競争関係にある並行輸入品を取り扱う輸入

販売業者とその取引の相手方である外国に所在する同製品の

販売業者との取引を不当に妨害していた。 

株式会社松尾楽器商会に対する件 
（平成８年５月８日） 

自己と国内において競争関係にある並行輸入ピアノを取り扱

う輸入販売業者とその取引の相手方である外国に所在するス

タインウェイ・ハンブルク支店の代理店との取引を不当に妨

害している。 

星商事株式会社に対する件 
（平成８年３月２２日） 

自己と国内において競争関係にある並行輸入品を取り扱う輸

入販売業者とその取引の相手方である外国に所在するヘレン

ド社の総代理店等との取引を不当に妨害している。 

ラジオメータートレーディング株
式会社に対する件 
（平成５年９月２８日） 

自己と競争関係にある並行輸入試薬を取り扱う輸入販売業者

とその取引の相手方との取引を不当に妨害している。 

株式会社ヤシロに対する件 
（平成２年９月５日） 

自己と国内において競争関係にあるフジサンケイとその取引

の相手方のグルーム社との取引を不当に妨害している。 

(2) 確約手続に関する事例

件   名 

（認定年月日） 
内容 

令和４年（認）第１号 

Booking.com B.V.に対する

件 

（令和４年３月１６日） 

公正取引委員会は，Booking.com B.V.に対し，同社の次の行為が独

占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確約手続通知を行

ったところ，同社から確約計画の認定申請があり，当該計画が独占禁

止法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画を認定した。 

○ Booking.com B.V.は，自らが運営する「Booking.com」と称する

宿泊予約サイト（以下「Booking.comサイト」という。）に我が国

所在の宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者（以下「宿泊施設運

営業者」という。）との間で締結する契約において，Booking.com

サイトに宿泊施設運営業者が掲載する我が国所在の宿泊施設に係

る宿泊料金及び部屋数について，他の販売経路と同等又は他の販

売経路よりも有利なものとする条件（ただし，当該契約において定

めている，当該宿泊料金について自社ウェブサイト等の販売経路

と同等又は当該販売経路よりも有利なものとする条件を除く。）を

定めるとともに，宿泊施設運営業者に対し，当該条件の遵守につ

いて，自ら要請し，又は我が国においてBooking.com B.V.に対す



件   名 

（認定年月日） 
内容 

る支援業務を行うBooking.com Japan株式会社をして要請させてい

る。 

令和３年（認）第２号 

日本アルコン株式会社に対

する件 

（令和３年３月２６日） 

公正取引委員会は，日本アルコン株式会社に対し，同社の次の行為

が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確約手続通知

を行ったところ，同社から確約計画の認定申請があり，当該計画が独

占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画を認定し

た。 

① 日本アルコン株式会社は，自社の一日使い捨てコンタクトレン

ズ，二週間頻回交換コンタクトレンズ及び一か月定期交換コンタク

トレンズの販売に関し，小売業者に対して，広告への販売価格の表

示を行わないように要請していた。 

② 日本アルコン株式会社は，自社の一日使い捨てコンタクトレン

ズ，二週間頻回交換コンタクトレンズ及び一か月定期交換コンタク

トレンズの販売に関し，小売業者に対して，医師の処方を受けた者

にインターネットによる販売を行わないように要請していた。 

令和３年（認）第１号 

ビー・エム・ダブリュー株式

会社に対する件 

（令和３年３月１２日） 

公正取引委員会は，ビー・エム・ダブリュー株式会社に対し，同社

の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確

約手続通知を行ったところ，同社から確約計画の認定申請があり，当

該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画

を認定した。 

○ ビー・エム・ダブリュー株式会社は，継続的に取引しているディー

ラーのうちの大部分のディーラーに対し，ＢＭＷ新車について，当

該ディーラーのこれまでの販売実績等からみて当該ディーラーが

到底達成することができない販売計画台数案を策定し，当該ディー

ラーとの間で十分に協議することなく販売計画台数を合意させる

とともに，当該販売計画台数を達成させるために，当該ディーラー

がＢＭＷ新車を販売する上で必要となる事業用車両の台数を超え

てＢＭＷ新車を当該ディーラーの名義で新規登録することを要請

していた。 

令和２年（認）第５号 

株式会社シードに対する件

（令和２年１１月１２日）

公正取引委員会は，株式会社シードに対し，同社の次の行為が独占

禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確約手続通知を行っ

たところ，同社から確約計画の認定申請があり，当該計画が独占禁止

法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画を認定した。 

① 株式会社シードは，自社の「Ｐｕｒｅシリーズ」と称する一日使

い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの

販売に関し，小売業者に対して，広告への販売価格の表示を行わな

いように要請していた。 

② 株式会社シードは，自社の「Ｐｕｒｅシリーズ」と称する一日使

い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの

販売に関し，小売業者に対して，医師の処方を受けた者にインター

ネットによる販売を行わないように要請していた。 

令和２年（認）第４号 

アマゾンジャパン合同会社

に対する件 

（令和２年９月１０日） 

公正取引委員会は，アマゾンジャパン合同会社に対し，同社の次の

行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確約手続

通知を行ったところ，同社から確約計画の認定申請があり，当該計画

が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画を認定

した。 

アマゾンジャパン合同会社は本件対象事業部において，取引上の地

位が自社に対して劣っている納入業者（以下「本件納入業者」という。）

に対して，次の行為を行っている。 



件   名 

（認定年月日） 
内容 

① 本件納入業者に対して，自社の収益性の向上を図るため，当該本

件納入業者の責めに帰すべき事由がなく，かつ，対価を減額するた

めの要請を対価に係る交渉の一環として行うことなく，かつ，当該

本件納入業者から値引き販売の原資とするための減額の申出がな

い又は当該申出に基づき値引き販売を実施して当該商品が処分さ

れることが当該本件納入業者の直接の利益とならないにもかかわ

らず，在庫補償契約を締結することにより，当該契約で定めた額を，

当該本件納入業者に支払うべき代金の額から減じている。 

② 本件納入業者に対して，当該本件納入業者から仕入れた商品の販

売において自社の目標とする利益を得られないことを理由に，自社

の収益性の向上を図るため，あらかじめ負担額の算出根拠等を明ら

かにせず，又は，当該金銭の提供が，その提供を通じて当該本件納

入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を

超えた負担となるにもかかわらず，金銭を提供させている。 

③ 本件納入業者に対して，自社の収益性の向上を図るため，本件共

同マーケティングプログラム契約に基づき支払を受けた金銭の全

部又は一部について，当該契約に基づくサービスの提供を行うこと

なく，金銭を提供させている。 

④ 本件納入業者に対して，自社の収益性の向上を図るため，自社の

システムへの投資に対する協賛金等の名目で，あらかじめ負担額の

算出根拠等を明らかにせず，又は，当該金銭の提供が，その提供を

通じて当該本件納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案し

て合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず，当該本件納入

業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じ

るなどして算出した額の金銭を提供させている。 

⑤ 本件納入業者に対して，過剰な在庫であると自社が判断した商品

について，当該本件納入業者の責めに帰すべき事由がなく，かつ，

以下のいずれにも該当しないにもかかわらず，返品している。 

ⅰ）当該商品の購入に当たり当該本件納入業者との合意により返品

の条件を明確に定め，当該条件に従って返品する場合（当該返品

が当該本件納入業者の得ることとなる直接の利益等を勘案して

合理的な範囲を超えた負担とならない場合に限る。） 

ⅱ）あらかじめ当該本件納入業者の同意を得て，かつ，当該商品の

返品によって当該本件納入業者に通常生ずべき損失を自社が負

担する場合 

ⅲ）当該本件納入業者から当該商品の返品を受けたい旨の申出があ

り，かつ，当該本件納入業者が当該商品を処分することが当該本

件納入業者の直接の利益となる場合 

令和２年（認）第３号 

ゲンキー株式会社に対する

件 

（令和２年８月５日） 

公正取引委員会は，ゲンキー株式会社に対し，同社の次の行為が独

占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして，確約手続通知を行

ったところ，同社から確約計画の認定申請があり，当該計画が独占禁

止法に規定する認定要件に適合すると認め，当該計画を認定した。 

ゲンキー株式会社は，同社が自ら販売する商品を同社に直接販売し

て納入する事業者のうち，ゲンキー株式会社と継続的な取引関係にあ

るもの（以下「納入業者」という。）に対し，次の行為を行っていた。

① 新規開店等に際し，納入業者に対し，これらを実施する店舗にお

いて，当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商

品の移動，自社の従業員が定めた棚割りに基づく商品の陳列等の作

業を行わせるため，あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等

の派遣の条件について合意することなく，かつ，派遣のために通常



件   名 

（認定年月日） 
内容 

必要な費用を自社が負担することなく，当該納入業者の従業員等を

派遣させていた。 

② ゲンキー株式会社が一般消費者向けに販売するクリスマスケー

キ等について，納入業者に対し，ゲンキー株式会社と当該納入業者

との取引に関係がないにもかかわらず，購入を要請していた。 

③ⅰ）自社が主催した「わくわくキャンペーン」と称する催事につい

て，その実施に要する費用を確保するため，納入業者に対し，「わ

くわくキャンペーン協賛」等の名目で，あらかじめ算出根拠につ

いて明確に説明することなく，金銭の提供を要請していた。 

ⅱ）自社の物流センターについて，その運営に要する費用を確保す

るため，当該物流センターを通じて納品する納入業者に「セン

ターフィー」等の名目で提供させている料金の料率の引上げの

実施に際し，納入業者に対し，あらかじめ算出根拠について明確

に説明することなく，引上げ後の料率を適用して算出した額の

金銭の提供を要請していた。 

ⅲ）ゲンキー株式会社の物流センターへの商品の搬入を行う際に

ゲンキー株式会社が納入業者に使用させているケースについ

て，その購入に要する費用を確保するため，納入業者に対し，あ

らかじめ算出根拠について明確に説明することなく，金銭の提

供を要請していた。 

ⅳ）バーコードラベルについて，その発行等に要する費用を確保す

るため，納入業者に対し，あらかじめ算出根拠について明確に説

明することなく，金銭の提供を要請していた。 

④ 売行きが悪く在庫となった商品及び販売期間中に売れ残ったこ

とにより在庫となった季節品（以下「売上不振商品」という。）に

ついて，納入業者に対し，売上不振商品を納入した当該納入業者の

責めに帰すべき事由がなく，売上不振商品の購入に当たって当該納

入業者との合意により返品の条件を定めておらず，かつ，当該納入

業者から売上不振商品の返品を受けたい旨の申出がないにもかか

わらず，その返品に応じるよう要請していた。 

令和２年（認）第２号 

クーパービジョン・ジャパ

ン株式会社に対する件 

（令和２年６月４日） 

公正取引委員会は，クーパービジョン・ジャパン株式会社に対し，

同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとし

て，確約手続通知を行ったところ，同社から確約計画の認定申請があ

り，当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め，当

該計画を認定した。 

① クーパービジョン・ジャパン株式会社は，自社の一日使い捨てコ

ンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関

し，小売業者に対して，広告への販売価格の表示を行わないように

要請していた。 

② クーパービジョン・ジャパン株式会社は，自社の一日使い捨てコ

ンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関

し，小売業者に対して，医師の処方を受けた者にインターネットに

よる販売を行わないように要請していた。 



３ 参照条文

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄）

〔定義〕

第二条 （略）

②～⑧ （略）

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

一～五 （略）

六 前各号に掲げるもののほか，次のいずれかに該当する行為であつて，公正な競争を阻害するおそ

れがあるもののうち，公正取引委員会が指定するもの

イ～ホ （略）

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とそ

の取引の相手方との取引を不当に妨害し，又は当該事業者が会社である場合において，その会

社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように，不当に誘引し，唆し，若

しくは強制すること。

〔不公正な取引方法の禁止〕

第十九条 事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。

〔既往の行為に対する確約手続に係る通知〕

第四十八条の六 公正取引委員会は，第三条，第六条，第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理

由となつた行為が既になくなつている場合においても，公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必

要があると認めるときは，第一号に掲げる者に対し，第二号に掲げる事項を書面により通知すること

ができる。ただし，第五十条第一項（第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による通知をした後は，この限りでない。

一 次に掲げる者

イ 疑いの理由となつた行為をした者

ロ～ニ （略）

二 次に掲げる事項

イ 疑いの理由となつた行為の概要

ロ 違反する疑いのあつた法令の条項

ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

〔排除確保措置計画に係る認定の申請，認定，申請の却下，計画変更に係る認定〕

第四十八条の七 前条の規定による通知を受けた者は，疑いの理由となつた行為が排除されたことを確

保するために必要な措置を自ら策定し，実施しようとするときは，公正取引委員会規則で定めるとこ

ろにより，その実施しようとする措置（以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」

という。）に関する計画（以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。）を

作成し，これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して，その認定を申請すること

ができる。

② 排除確保措置計画には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 排除確保措置の内容

二 排除確保措置の実施期限

三 その他公正取引委員会規則で定める事項

③ 公正取引委員会は，第一項の規定による認定の申請があつた場合において，その排除確保措置計画

が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは，その認定をするものとする。

一 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものである



こと。

二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

④～⑧ （略）

〔排除確保措置計画に係る認定の効果〕

第四十八条の八 第七条第一項及び第二項（第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場

合を含む。），第七条の二第一項（第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。），第七条の九

第一項及び第二項，第八条の二第一項及び第三項，第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条

の六までの規定は，公正取引委員会が前条第三項の認定（同条第七項の規定による変更の認定を含む。

次条，第六十五条，第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。）をした場合において，当

該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については，適用しない。ただし，

次条第一項の規定による決定があつた場合は，この限りでない。

〔排除確保措置計画に係る認定の取消し〕

第四十八条の九 公正取引委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，決定で，第四十八条の七

第三項の認定を取り消さなければならない。

一 第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されてい

ないと認めるとき。

二 第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたこ

とが判明したとき。

②～④ （略）

○ 不公正な取引方法（昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号）（抄）

（競争者に対する取引妨害） 

14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取

引の相手方との取引について，契約の成立の阻止，契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつ

てするかを問わず，その取引を不当に妨害すること。 


